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５月定例教育委員会会議  議事録 

 

令和２年５月１４日 

午 前 １ １ 時 開 会 

さんくす３番館４階大会議室 

                  

 

出 席 委 員                 

      原 田 勝 教 育 長    谷口学教育長職務代理者 

      和 泉 愼 次 委 員    安 達 友 基 子 委 員 

            福 田 知 弘 委 員    和 田 光 代 委 員 

 

 

     出 席 説 明 員 

橋 本 敏 子 学 校 教 育 部 長    木 戸 誠 地 域 教 育 部 長 

大 江 慶 博 教 育 監    堀哲郎学校教育部次長教育総務室長兼務 

中西多惠子学校教育部次長学校教育室長兼務    道場久明地域教育部次長 

植 村 誠 教 育 政 策 室 長    橋 本 健 一 保 健 給 食 室 長 

草場敦子教育センター所長    前 田 隆 男 青 少 年 室 長 

田中満明教育総務室参事    市 川 泉 教 育 政 策 室 参 事 

野口晃正保健給食室参事    中井建志学校教育室参事・指導主事 

小西正晃まなびの支援課長    桑名裕子地域教育部参事 

坂原元一文化財保護課長    一之瀬和彦青少年クリエイティブセンター館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記 録 者   

      上田祥代教育政策室主幹 
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５月定例教育委員会会議  議事録 

 

 

午前１１時   開 会 

原田勝教育長 

 

 

 

市川泉教育政策室参事 

 

原田勝教育長 

 

全委員 

原田勝教育長 

 

原田勝教育長 

 

 

田中満明教育総務室参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田勝教育長 

全委員 

原田勝教育長 

 

原田勝教育長 

 

 

田中満明教育総務室参事 

 

 

 

 

 

ただ今から５月定例教育委員会会議を開催いたします。 

署名委員に谷口教育長職務代理者を指名いたします。 

記録者に上田教育政策室主幹を指名いたします。 

本日の傍聴席の数について事務局から説明してください。 

本日の傍聴席の設置可能数は５席でございます。現在の傍聴希望者は１名

でございます。 

それでは、本日の傍聴は５名まで許可したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

異議なし。 

異議なしと認め、本日の傍聴は５名まで許可します。 

―傍聴者入室― 

それでは、議事日程に従いまして、日程第１ 報告第９号「吹田市教育委

員会事務局職員の人事発令について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第１ 報告第９号「吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について」

御説明申し上げます。 

本件は、５月７日付け人事発令につきまして、吹田市教育委員会の権限に

属する事務の教育長に対する委任等に関する規則第４条第２項の規定に基づ

き臨時に代理いたしましたので、御報告申し上げるものでございます。 

対象者につきましては、議案書の３ページをお願いいたします。 

令和２年５月７日付け、教育委員会事務局職員の人事異動は１名でござい

ます。 

以上、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、報告第９号「吹田市教育委員会事務局職員の人事発令に

ついて」を承認します。 

次に、日程第２ 報告第１０号「令和２年４月吹田市議会臨時会提案の令

和２年度補正予算案について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第２ 報告第１０号「令和２年４月吹田市議会臨時会提案の令和２年

度補正予算案について」御説明申し上げます。 

本件は、教育事務に関し市長の作成する議会の議案に対して、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、意見を求められたもので

ございますが、令和２年度吹田市一般会計補正予算第１号として、令和２年

４月臨時会に議案として提出する必要がありましたので、令和２年４月２８
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原田勝教育長 

全委員 

原田勝教育長 

 

原田勝教育長 

 

 

 

小西正晃まなびの支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付けで臨時に代理したものでございます。 

内容といたしましては、市立認定こども園及び市立小学校の給食費を令和

２年５月分から令和３年３月分まで無償化にするものと、市立中学校の給食

費につきましては令和２年６月分から令和３年３月分まで半額に減額にする

ことに伴うものでございます。 

議案書の９ページをお願いします。 

歳入補正につきましては市立認定こども園における給食費の無償化に伴い

自己負担納入金２，２１９万３千円を減額するものでございます。 

次に、議案書の１０ページをお願いします。 

歳出補正につきましては、まず、（項）幼稚園費（目）幼稚園費でござい

ますが、先ほど申しました市立認定こども園における給食費の無償化に伴い、

財源内訳２，２１９万３千円を変更するものでございます。 

次に（項）保健体育費（目）学校給食費でございますが、市立小学校の給

食費無償化及び市立中学校の給食費半額をそれぞれ支援することにより、８

億９，３２２万６千円を増額するものでございます。 

以上、簡単ではございますが、御報告申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、報告第１０号「令和２年４月吹田市議会臨時会提案の令

和２年度補正予算案について」を承認します。 

次に、日程第３ 議案第３６号「吹田市社会教育委員の解嘱について」及

び日程第４ 議案第３７号「吹田市社会教育委員の委嘱について」を一括し

て議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第３ 議案第３６号「吹田市社会教育委員の解嘱について」及び日程

第４ 議案第３７号「吹田市社会教育委員の委嘱について」を一括して御説

明申し上げます。 

議案書１１ページを御覧ください。 

まず、吹田市社会教育委員の解嘱についてでございますが、被解嘱者は、

森田直樹様で、吹田市立学校校長会からの推薦として委嘱しておりましたが、

辞任届が提出されたものでございます。 

辞任の理由といたしましては、一身上の都合によるものでございます。 

続きまして、吹田市社会教育委員の委嘱についてでございます。 

今回の社会教育委員の委嘱につきましては、新任の方３名と５月３１日を

もって任期満了となる３名の方につきまして委嘱するものでございます。 

恐れ入りますが、１５ページの吹田市社会教育委員被委嘱者名簿を御覧く

ださい。 

野田健司様は、吹田市立吹田第一小学校の校長先生で、吹田市立学校校長

会から御推薦をいただきました。委嘱期間につきましては、前任者の残任期

間であります、令和２年５月１５日から令和３年５月３１日までの１年と１

７日間でございます。 
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原田勝教育長 

全委員 

原田勝教育長 

 

原田勝教育長 

 

 

小西正晃まなびの支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、後藤壽満子様は、再任委員で、吹田市こども会育成協議会の広報部

長で、吹田市こども会育成協議会から御推薦をいただきました。委嘱期間に

つきましては、令和２年６月１日から令和４年５月３１日までの２年間でご

ざいます。 

次に、村山英昭様は、吹田市体育協会副会長をされており、吹田市社会体

育団体連絡会から御推薦をいただきました。委嘱期間につきましては、令和

２年６月１日から令和４年５月３１日までの２年間でございます。 

次に、植田真一郎様は、吹田市ＰＴＡ協議会副会長をされており、吹田市

ＰＴＡ協議会から御推薦をいただきました。委嘱期間につきましては、令和

２年６月１日から令和４年５月３１日までの２年間でございます。 

次に、広瀬義徳様は、再任委員で、関西大学文学部教授をされており、関

西大学から御推薦をいただきました。委嘱期間につきましては、令和２年６

月１日から令和４年５月３１日までの２年間でございます。 

最後に、武藤香織様は、再任委員で、ガールスカウト大阪府第３１団副団

委員長をされています。委嘱期間につきましては、令和２年６月１日から令

和４年５月３１日までの２年間でございます。 

今回の委嘱によりまして、社会教育委員の男女別委員数は、男性が９名、

女性が３名で変更はございません。 

以上、簡単な説明でございますが、御審議いただき、御承認いただきます

よう、お願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第３６号「吹田市社会教育委員の解嘱について」及

び議案第３７号「吹田市社会教育委員の委嘱について」を承認します。 

次に、日程５ 議案第３８号「吹田市公民館運営審議会委員の委嘱につい

て」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程５ 議案第３８号「吹田市公民館運営審議会委員の委嘱について」御

説明申し上げます。 

公民館運営審議会委員の委嘱につきましては、５月３１日をもって任期満

了となる８名の方について、委嘱するものでございます。 

恐れ入りますが、１９ページの吹田市公民館運営審議会委員被委嘱者名簿

を御覧ください。 

佐々木康雄様は、再任委員で、吹田市立山田第五小学校の校長先生で、吹

田市立学校校長会から御推薦をいただきました。 

次に、小寺留一様は、再任委員で、吹田市文化団体協議会会計監査であり、

吹田市文化団体協議会から御推薦をいただきました。 

次に、秋山寛様は、再任委員で、元西山田地区公民館企画運営委員であり、

地区公民館の代表でございます。 

次に、中山安信様は、再任委員で、元豊二地区公民館運営審議会委員で、

地区公民館の代表でございます。 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田勝教育長 

全委員 

原田勝教育長 

 

原田勝教育長 

 

 

 

桑名裕子地域教育部参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、亀田和子様は、再任委員で、吹田母子会事務局長補佐をされており、

吹田母子会から御推薦をいただきました。 

次に、伊藤淳史様は、再任委員で、関西大学環境都市工学部建築学科の教

授をされておられます。 

次に、永井忠孝様は、再任委員で、前吹田市社会教育委員でございます。 

次に、西尾洋子様は、再任委員で、元吹一地区公民館長でございます。 

以上、８名の方でございます。 

委嘱期間は、いずれも令和２年６月１日から令和４年５月３１日まで委嘱

するものでございます。 

今回の委嘱によりまして、公民館運営審議会委員の男女別委員数は、男性

が６名、女性が２名で合計８名となります。 

以上、簡単な説明でございますが、御審議いただき、御承認いただきます

よう、お願い申し上げます。                    

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第３８号「吹田市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて」を承認します。 

次に、日程第６ 議案第３９号「吹田市立図書館協議会委員の解嘱につい

て」及び日程第７ 議案第４０号「吹田市立図書館協議会委員の委嘱につい

て」を一括して議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第６ 議案第３９号「吹田市立図書館協議会委員の解嘱について」及

び日程第７ 議案第４０号「吹田市立図書館協議会委員の委嘱について」を

一括して御説明申し上げます。 

まず、日程第６、議案第３９号、吹田市立図書館協議会委員の解嘱につい

てでございますが、恐れ入りますが、議案書２１ページを御覧ください。 

酒井睦美様は学校教育関係者の選出区分で、吹田市立学校校長会の代表と

して委嘱しておりましたが、辞任届が提出されたものでございます。 

辞任の理由といたしましては、推薦団体の学校校長会の役員改選によるも

のでございます。 

続きまして、日程第７、議案第４０号、吹田市立図書館協議会委員の委嘱

について御説明申し上げます。 

恐れ入りますが、議案書２５ページの被委嘱者名簿を御覧ください。 

このたび委嘱いたしますのは、欠員補充の３名について委嘱するものでご

ざいます。 

久保圭子様は、吹田市青少年指導員会より御推薦いただきました。選出区

分は、社会教育関係者でございます。 

武田正一様は、吹田市立豊津第一小学校の校長先生で吹田市立学校校長会

より御推薦をいただきました。選出区分は学校教育関係者でございます。 

羽間博子様は、吹田市立南千里中学校の校長先生で吹田市立学校校長会よ

り御推薦をいただきました。選出区分は学校教育関係者でございます。 
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原田勝教育長 
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坂原元一文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上３名の方でございます。 

なお、委嘱期間につきましては、久保圭子様は、令和２年５月１５日から

前任者の残任期間でございます令和３年１１月３０日まででございます。 

武田正一様は、令和２年５月１５日から前任者の残任期間でございます令

和３年１１月３０日まででございます。 

羽間博子様は、令和２年６月１日から前任者の残任期間でございます令和

３年１１月３０日まででございます。 

今回の委嘱に伴いまして、委員構成は、男性５名、女性５名になります。 

以上、簡単な御説明でございますが、御審議いただき、御承認いただきま

すよう、お願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第３９号「吹田市立図書館協議会委員の解嘱につい

て」及び議案第４０号「吹田市立図書館協議会委員の委嘱について」を承認

します。 

次に、日程第８ 議案第４１号「吹田市立博物館協議会委員の解嘱につい

て」及び日程第９ 議案第４２号「吹田市立博物館協議会委員の委嘱につい

て」を一括して議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第８ 議案第４１号「吹田市立博物館協議会委員の解嘱について」及

び日程第９ 議案第４２号「吹田市立博物館協議会委員の委嘱について」を

一括して御説明申し上げます。 

議案書の２７ページをお願いします。 

はじめに、日程第８、議案第４１号、吹田市立博物館協議会委員の解嘱に

ついて御説明申し上げます。 

瀬尾紳二様と矢田俊也様は、学校教育関係者の選出区分で吹田市立学校校

長会からの推薦として委嘱しておりましたが、辞任届が提出されたものでご

ざいます。 

辞任の理由といたしましては、推薦団体の学校校長会の役員改選によるも

のでございます。 

続きまして、日程第９、議案第４２号、吹田市立博物館協議会委員の委嘱

について御説明申し上げます。 

恐れ入りますが、次ページの吹田市立博物館協議会委員被委嘱者名簿を御

覧ください。 

池田広恵様は吹田市立西山田中学校の校長先生で、吹田市立学校校長会か

ら御推薦をいただきました。選出区分は学校教育関係者でございます。 

津田一司様は吹田市立佐井寺小学校の校長先生で、吹田市立学校校長会か

ら御推薦をいただきました。選出区分は学校教育関係者でございます。 

以上２名の方でございます。 

なお、委嘱期間につきましては、令和２年５月１５日から前任者の残任期

間であります令和３年１０月３１日まででございます。 
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原田勝教育長 

全委員 

原田勝教育長 

今回の委嘱に伴いまして委員構成は男性９名、女性４名で合計１３名とな

ります。 

以上、簡単な説明でございますが、御審議いただき、御承認賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４１号「吹田市立博物館協議会委員の解嘱につい

て」及び議案第４２号「吹田市立博物館協議会委員の委嘱について」を承認

します。 

次に、日程第１０ 議案第４３号「吹田市立青少年クリエイティブセンタ

ー運営審議会委員の解嘱について」及び日程第１１ 議案第４４号「吹田市

立青少年クリエイティブセンター運営審議会委員の委嘱について」を一括し

て議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第１０ 議案第４３号「吹田市立青少年クリエイティブセンター運営

審議会委員の解嘱について」及び日程第１１ 議案第４４号「吹田市立青少

年クリエイティブセンター運営審議会委員の委嘱について」を一括して御説

明申し上げます。 

議案書の３３ページをお願いします。 

まず、議案第４３号、吹田市立青少年クリエイティブセンター運営審議会

委員の解嘱につきまして、御説明申し上げます。 

被解嘱者は、金子久美子様でございまして、吹田市ＰＴＡ協議会から推薦

をいただき、委嘱いたしておりましたが、このたび辞任届が提出されました

ので、令和２年５月３１日付けの解嘱について御提案申し上げるものでござ

います。 

続きまして、議案第４４号、吹田市立青少年クリエイティブセンター運営

審議会委員の委嘱につきまして、御説明申し上げます。 

恐れ入りますが、次のページの被委嘱者名簿を御覧ください。 

郷文子様は、選出区分は学校教育関係者で、吹田市立岸部第二小学校長で

ございます。吹田市立学校校長会より御推薦をいただきました。 

次に、西山理奈様は、選出区分は社会教育関係者で、吹田市立第二中学校

ＰＴＡ会長でございます。吹田市ＰＴＡ協議会より御推薦をいただきました。 

お二人の任期につきましては、令和２年６月１日から令和３年６月３０日

まででございます。 

今回の委嘱によりまして、委員数は、女性６名、男性９名の合計１５名と

なります。 

以上、簡単な説明ではございますが、御審議いただき、御承認いただきま

すようお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４３号「吹田市立青少年クリエイティブセンター
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運営審議会委員の解嘱について」及び議案第４４号「吹田市立青少年クリエ

イティブセンター運営審議会委員の委嘱について」を承認します。 

次に、日程１２ 吹田市議会の議決を経るべき事件の議案について 議案

第４５号「吹田市立佐竹台小学校給食調理室厨房用備品購入契約の締結につ

いて」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程１２ 議案第４５号「吹田市立佐竹台小学校給食調理室厨房用備品購

入契約の締結について」御説明申し上げます。 

議案書の３９ページを御覧ください。 

本件は、議会の議決を得ようとしている契約でございまして、購入契約内

容について説明させていただきます。 

恐れ入りますが４１ページを御覧ください。- 

本契約の概要につきましては、吹田市立佐竹台小学校の給食調理室の改修

工事に伴い、給食調理室の厨房備品としてガス回転釜、電気式食缶消毒保管

機、ガス式立体炊飯器など厨房用備品を購入するものでございます。 

納期につきましては、令和２年５月定例会議決後に着手し、令和２年９月

２２日までの完了となっております。 

契約金額は２，６０３万７千円でございます。 

納入者につきましては、過日の指名競争入札により、大阪府八尾市中田４

丁目１５３番地、三和厨房株式会社に決定いたしました。 

なお、資料といたしまして４３ページから４６ページに備品購入概要、営

業の沿革、納入実績書、財務諸表を添付いたしております。 

以上、簡単な説明でございますが、御審議いただき、御承認いただきます

よう、お願い申し上げます。                    

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４５号「吹田市立佐竹台小学校給食調理室厨房用

備品購入契約の締結について」を承認します。 

次に、日程第１３ 教育長報告を議題とします。 

はじめに、「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」です。 

私から説明させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策について、４月１６日の定例教育委員会会

議以降の、教育委員会の主な対応について御報告いたします。 

まず、吹田市の対応として、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態下

にあって、大きな影響を受けている市民生活や事業活動を支えるため、４月

２１日に緊急対策アクションプランとして８つの取組を決定し、４月３０日

開催の市議会臨時会に提案いたしました関係予算が可決されました。 

緊急対策アクションプランうち、教育委員会の権限に係る取組として、市

立認定こども園の給食費の無償化、市立小学校の給食費の無償化、市立中学

校の給食費の半額補助をそれぞれ来年３月まで実施し、保護者の経済的負担

の軽減を図ります。 
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５月４日には、国の緊急事態宣言の期間が５月３１日までに延長すること

が決定されました。 

５月１３日には、市の緊急対策アクションプランに、医療・福祉への支援

と、学習活動への支援を加え、新しい取組を決定しました。 

このうち、教育委員会の権限に係る取組として、市立小・中学校において

ＧＩＧＡスクール構想推進のための環境を整備し、小・中学生に一人１台の

パソコンを導入します。 

ＧＩＧＡスクール構想につきましては、後ほど担当の教育センターから御

報告いたします。 

こうした状況のなか、まず、小・中学校の対応についてでございますが、

４月２８日、大阪府からの要請を受け、５月７日から５月１０日までの間、

臨時休業としました。 

その後、国の緊急事態宣言の期間延長があり、大阪府から再度の要請を受

け、５月１１日から５月３１日について、引き続き、臨時休業としました。 

また、小学校１年生から３年生の児童のうち家庭で過ごすことが困難な児

童は、留守家庭児童育成室の入室していない児童だけでなく、入室している

児童も含め、１３時までについては学校での預かり措置を行うこととしまし

た。 

５月１１日から５月１５日までの間は、市内の感染状況に鑑み、登校日は

設けず、学習教材の提示・回収及び心身の状況把握等を行う課題配付日を設

定しました。 

５月１８日以降につきましては、定期的に児童・生徒の生活習慣や学習状

況の把握等が行えるよう、より一層、感染リスクの低減を図るための本市独

自の手法について検討を進めているところでございます。 

また、臨時休業中の学習支援として、教科書の内容に即したワークシート

など学習課題のモデルを各校へ提供しています。各校においては、児童生徒

が学校から配付された課題を計画的に進められるよう支援を行うとともに、

学習状況の把握を行います。学習支援の１つの方法として、動画や音声等を

配信することができるようＩＣＴ環境を整えております。学校再開後に、児

童生徒が円滑に学校生活に戻ることができるよう市教育委員会と学校が連携

して、準備を進めてまいります。 

次に、幼稚園及び認定こども園についてでございますが、１号認定児につ

いては小中学校と同様に引き続き５月３１日までを休園とし、２号認定児に

ついては開園としていますが、感染拡大防止のため、引き続き保育提供対象

者は限定しています。 

次に、地域教育部所管の教育施設である図書館、地区公民館、博物館、文

化財施設、青少年施設についてでございますが、緊急事態宣言の延長により、

引き続き当面の間、休館としていますが、予約受付や相談窓口など一部業務

に限り継続しています。 

また、長期にわたり外出自粛が要請される中、快適に自宅で過ごしていた

だくための支援策として、図書館の予約資料の貸出を、順次、受取の日時指
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定をした上で、５月１１日から再開しています。 

最後に、市長の権限に属する事務である留守家庭児童育成室につきまして

は、５月１１日から通常の保育時間である午後１時からの開室に変更してお

り、引き続き登室の自粛を要請するとともに、児童間の濃厚接触を避けるた

めの工夫をしながら開室を続けています。 

なお、５月１１日からは、小学校の自習活動の見守りにおいて、留守家庭

児童育成室の入室児童も対象に加え対応しています。 

報告は以上です。 

新型コロナウイルス感染症対策は、今後も引き続き、国・府の情報、本市

の実情を踏まえ、取り組んでまいります。また、学校の臨時休業が長期にわ

たっていることから、児童・生徒の心身の健康維持、学習支援につきまして

も注力してまいります。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

小・中学校の対応で、臨時休業中の学習支援の一つの方法として、動画や

音声等を配信することができるようＩＣＴ環境を整えているという説明があ

りましたが、この具体的な内容について説明してください。 

各学校で教職員と児童・生徒が繋がれるように、教職員から当該学校の子

供たちに向けて動画や音声を配信できる環境にしております。これにより、

自分の学校の自分に関わる先生からのメッセージを受け取ることが可能にな

ります。 

また、臨時休校期間における各学校での履修状況に合わせての教材等を配

信する必要があることから、あえて市内一律の配信とするのではなく、各学

校ごとに配信できるような環境としております。 

できるだけ早く子供たちが繋がれるようにというのと、教職員の方の負担

も過度にならないようにということとを考えて、今後も進めていただけたら

と思っています。 

他に御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、次に、「令和２年度全国学力・学習状況調査

及び令和２年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について」です。 

事務局の説明を求めます。 

はじめに、令和２年度全国学力・学習状況調査の参加について、御説明申

し上げます。 

文部科学省より４月１７日付けで、新型コロナウイルス感染症に関わるそ

の後の状況及び学校教育への影響等を考慮し、令和２年度の全国学力・学習

状況調査を実施しない旨、通知がございました。これに伴いまして、全国学

力・学習状況調査における平成２９年度小学校調査と令和２年度中学校調査

の結果を連携させ、経年比較、分析することもできなくなったことも、併せ

て御了知いただければと思います。 

続きまして、令和２年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について御

説明申し上げます。 

先ほどの全国学力・学習状況調査同様、本件につきましても、令和２年度
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は実施しない旨、スポーツ庁より通知がございましたので、御理解いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、次に、「ＧＩＧＡスクール構想について」で

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書４９ページを御覧ください。資料は、「ＧＩＧＡスクール構想につ

いて」でございます。 

昨年、文部科学省から発表された「Society5.0 に向けた人材育成～社会が

変わる、学びが変わる～」では、次世代の子供たちが予測不可能な未来社会

を生き抜く力を身につけるため、新学習指導要領の理念の着実な実現が求め

られています。令和２年度以降、順次実施される新学習指導要領においては、

情報活用能力は言語能力、問題発見・解決能力等と同様に、学習の基盤とな

る資質・能力と位置付けられています。また、各学校において、コンピュー

タや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整

え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが明記されています。

さらに、小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、今後

の学習活動において、積極的にＩＣＴを活用するとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、国もこの構想を加速させており、ＩＣＴ教育の一

層の充実が本市においても喫緊の課題となっております。 

続きまして、議案書５０ページ「吹田市のＧＩＧＡスクールネットワーク

構想に係る事業内容及び予算（案）」を御覧ください。 

ＧＩＧＡスクール構想において吹田市が導入する必要がある環境について

御説明させていただきます。 

「①校内ネットワーク整備」についてです。児童生徒一人一台端末導入に

おいて、校内で使用するにあたり円滑に動作する環境を整備するため、児童

生徒用端末が専用回線に接続するための切替スイッチ及び設定を行います。 

また、各教室に充電収納保管庫を整備します。 

「②端末の整備」についてです。児童生徒一人一台の端末を導入します。 

国庫補助金の対象となっており、導入台数の３分の２が補助されます。 

「③児童・生徒用ネットワーク回線整備」についてです。 

児童・生徒用端末が円滑に動作するために専用回線を整備します。 

現在のサツキネット環境で使用している回線については、行政ＬＡＮ（Ｖ

ＬＡＮ）を使用し、教職員の校務、児童・生徒用のパソコン教室のパソコン

の接続に使用しています。しかし、接続台数は最大で５，０００台程度の通

信容量しか見込んでいないため、新たに児童・生徒用回線として、最大３０，

０００台を見込んで敷設する必要があり、それに伴った専用回線です。 

「⑤ＧＩＧＡスクールネットワークの構築」についてです。 

ＧＩＧＡスクール構想で導入した端末が、円滑に接続、運用できる環境を

構築するため、端末約３０，０００台の設定作業及び学校への端末展開・保

守作業を行います。 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田勝教育長 

和泉愼次委員 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

福田知弘委員 

 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、端末の保守受付をはじめネット回線の保守等、ＧＩＧＡスクール構

想ネットワーク全般の問い合わせ窓口を一元化し、円滑に授業や業務が遂行

できるように専用ヘルプデスクを設置します。 

その他、授業で通常使用するソフトウェア、個別学習を行う学習支援ソフ

トウェアを導入し、運用及び使用料を想定しています。 

予算額としましては、①校内ネットワークの整備事業に国庫補助も含めて

総額２．９億円、②端末の整備に総額約１３億円、③児童・生徒用ネットワ

ーク回線整備事業に約８千万円、⑤ＧＩＧＡスクールネットワークの構築事

業に約９．６億円を予算として計上しており、これら①②③⑤を合計して約

１０億円の国庫補助分も含めた総額２６億円超の予算となっております。 

また、④の端末の持ち帰りを想定したＬＴＥ回線の整備につきましては、

現在の臨時休業措置に係る国の動向に注視しつつ、本市の各家庭におけるＩ

ＣＴ環境を調査する等、実施に向けて前向きに検討を重ねております。 

なお、端末やソフトウェアの選定においては、学校現場の意見を最大限に

尊重するため、今年度よりＧＩＧＡスクール構想検討会議を立ち上げ、情報

教育に携わる校長、教頭、教諭の意見を取り入れながら、選定しております

ので、了知いただければと思います。 

ＧＩＧＡスクール構想につきましては、本市といたしましても、より良い

ＩＣＴ環境実現のための大きな事業となります。よろしくお願いします。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

ＧＩＧＡスクール構想についての説明をいただきましたが、本市が目指す

個別最適化学習とはどのような状況を指すのか、もう一度説明してください。 

一人一人の子供たちは、理解度、特性そして興味関心等、あらゆる面で違

いがございます。 

学力は学びの蓄積です。個別最適学習とは、この違いのある全ての子供た

ちを誰一人取り残すことがないよう、また、それぞれが持つ能力を伸ばして

いくことができるよう、本市におきましても一人一人に合った学びを最適に

していくというものだと考えております。 

全学年の児童・生徒一人一人が端末を持つという説明でしたが、その端末

を活用して、今も説明のありました個別最適学習、そういうものをどう実現

していこうと考えていますか。 

一人一台の端末に必要なデジタル教材を導入することによりまして、一人

一人の習熟度に応じた個別の内容を学習したり、自分の興味関心に基づき学

習を進めることができます。 

また、学習履歴を記録することも可能となりますため、ＡＩドリルの活用

等により、一人一人に合った学習支援がしやすくなります。 

授業中においては、教員は子供たち一人一人の意見や反応をリアルタイム

に捉えることが容易となります。また、これまでなかなか発言できなかった

子供たちも端末機を使うことにより、自分の意見を表出しやすくなり、教師

や仲間に価値づけられ、自信を持つことで、今まで以上に自分の能力を伸ば

していくことができると考えております。 
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このように、一人一人がそれぞれ端末を持つことで、個別最適学習の実現

を目指していきたいと考えております。 

このＧＩＧＡシステムが構築されれば、授業をやっているような動画配信

ができるだけではなく、いわゆる先生と子供の間のコミュニケーションをと

った授業を実施できるのだと思いますが、どのようなかたちで実施するのか

説明してください。 

誰もが見ることができる開かれたインターネットではなく、各校ごとの家

庭に限って視聴可能なネットワークのなかで、動画配信等を行える環境を整

えるところでございます。 

また、一部の学校では、動画配信を現在も行っておりますが、システムが

構築されることによりまして、学校の教員としては、授業を通して学習機会

を提供するだけでなく、子供たちの様子を見る、また、課題に対する質問を

受け取るといった、双方向のコミュニケーションを大切にしながら学習を進

めていっているのですが、緊急時におきましても双方向の、そこを大事にし

たようなオンライン授業ができるよう計画を現在進めているところでござい

ます。 

いま説明いただいたような取組というのは、いつから可能となりますか。 

令和２年１２月には実施可能となるように目指していきたいと考えており

ます。 

他に御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、次に、「いじめに関する状況報告について（令

和元年度３学期末）」です。 

事務局の説明を求めます。 

日程第１３ 教育長報告事項「いじめに関する状況報告について（令和元

年度３学期末）」御説明申し上げます。 

議案書５１ページを御覧ください。 

吹田市における令和元年度３学期末のいじめに関する状況について御報告

させていただきます。なお、全国、大阪府につきましては、夏以降の公表に

なりますので、発表されましたら再度御報告させていただきます。 

まず、５１ページ「１ いじめの認知件数の推移について」を御覧くださ

い。表の見方としましては、各枠内で上段が件数、中段のカッコ内が解消率、

下段が千人率です。 

平成３０年度と比べますと、本市では小学校で３８２件増加し６１４件、

中学校で５５件増加し２１１件、認知しております。 

いじめの認知につきましては、校長指導連絡会をはじめ教頭指導連絡会、

生徒指導主事会等で「法の定義に基づき積極的に認知し、組織的に対応する

こと。」を周知しております。教職員のいじめに対する意識が吹田市全体と

して高まってきているので、各校が学期に１回以上実施しているいじめアン

ケートに書かれている訴えを見逃さず、確実に対応するよう取り組んでいる

ことが、認知件数増加の要因であると考えております。 

続いて、「２ いじめの解消率について」ですが、昨年度と同様に低く、
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小学校では６４．８％、中学校では７４．９％であり、小学校では２１６件、

中学校では５３件が解消に向けて取組中です。これは、各校が「いじめ解消

の定義」を理解し、適切に対応している結果であると認識しております。 

「いじめ解消の定義」については、①いじめに係る行為が止んでいる状態

が相当の期間継続していること、３か月が目安です、②被害児童・生徒が心

身の苦痛を感じていないこと、この２つの要件が満たされていることとされ

ています。 

各学校では、いじめ事案に対して適切に対応し、丁寧な見守りを行ってお

ります。今後も見守り期間中だけではなく、見守り期間後も、被害にあった

児童・生徒に寄り添い、組織的な再発防止に努めるよう、働きかけてまいり

ます。 

次に、５２ページ「３ いじめの態様について」ですが、小・中学校とも

「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が多く生起

しております。また、小学校では、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして

たたかれたり、蹴られたりする」の項目が昨年度の同時期に比べ、多く認知

されております。先ほどお伝えした通り、本年度、認知件数は大幅に増加し

ておりますが、各校から報告を受けているいじめのほとんどが軽微なもので

あり、これらの項目の増加については、いじめの積極的な認知が、教職員に

浸透している結果だと肯定的に捉えております。 

今後は、いじめの起こりにくい学校づくりに着手し、いじめ予防に努める

とともに、いじめが生起した場合も適切な初期対応を行い、早期解決に繋げ

られるよう継続した指導・助言を行ってまいります。 

最後に、「４ 教育センターにおけるいじめ相談件数について」ですが、

電話相談、スクールカウンセラーへの相談（中学校）が増えております。改

定された「いじめの防止等のための基本的な方針」には、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーがいじめの相談・通報の窓口であること

を周知する必要がある、と明記されておりますので、平成２９年度より、各

学校で周知を徹底しておりますが、引き続き相談しやすい環境整備に努めて

まいります。 

吹田市教育ビジョンにも示したように、今年度は、「いじめのない学校づ

くり」を重点課題とし、改善すべき最重要事項としております。今後は、「す

いたＧＲＥ・ＥＮスクールプロジェクト」をもとに、各校のいじめ防止体制

が充実するよう支援し、全ての子供たちが安心して過ごせる学校づくりに努

めてまいります。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、これで教育長報告を終わります。 

恐れ入りますが、追加議案２件を提出させていただきたいと存じますので、

よろしくお取り計らいいただきますようお願いいたします。 

ただいま追加議案の提出の申し入れがなされましたが、追加日程第１及び

第２として議題とすることに御異議ございませんか。 

異議なし。 
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異議なしと認めます。 

それでは、議案書を配布してください。 

―追加議案書配布― 

それでは、追加日程第１ 議案第４６号「吹田市立小学校及び中学校の管

理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

追加日程第１ 議案第４６号「吹田市立小学校及び中学校の管理運営に関

する規則の一部を改正する規則の制定について」御説明申し上げます。 

本件は、令和２年６月１日から吹田市立小学校３校及び中学校１校におい

て校務員業務等の委託を実施することに伴い、規則の改正が必要となるため、

内容を御審議いただくものでございます。 

本件の内容でございますが、追加議案書の５ページをお願いいたします。

現行・改正案対照表となっております。 

校務員業務等の委託実施校におきましては、市職員である校務員を配置す

る必要がなくなることから、校務員を「置くことができる」という文言に変

更しております。 

施行年月日は公布の日からとしております。 

以上、簡単な説明でございますが、御審議いただき、御承認賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４６号「吹田市立小学校及び中学校の管理運営に

関する規則の一部を改正する規則の制定について」を承認します。 

次に、追加日程第２ 吹田市議会の議決を経るべき事件の議案について 

議案第４７号「令和２年５月吹田市議会提案の令和２年度補正予算案につい

て」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

追加日程第２ 議案第４７号「令和２年５月吹田市議会提案の令和２年度

補正予算案について」御説明申し上げます。 

本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市

長から意見を求められた、令和２年５月市議会に提案される令和２年度補正

予算にかかる議案につきまして、御承認をお願いするものでございます。 

１１ページをお願いいたします。 

歳入の補正予算案につきましては、まず、教育費国庫補助金の補正額でご

ざいます。公立学校情報機器整備費補助金が８億９，３８８万円、公立学校

情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金が１億４，７６４万７千円とな

っております。これらにつきましてはＧＩＧＡスクールネットワーク構想に

係る校内ネットワーク及び端末整備に係る補助金でございます。 

次に市債の教育債につきましては校内通信ネットワーク整備に係るもので

１億３，２７０万円となっております。 

歳入については以上でございます。 
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次に、１２ページをお願いいたします。 

歳出の補正予算案につきましては、まず、教育総務費でございますが、１

の教育委員会費につきましては令和２年５月分から１０月分までの間、教育

長の月額の給料の１００分の２０に相当する額を減ずることに伴うもので、

１００万８千円を減額するものでございます。 

２の教育センター費につきましては ＧＩＧＡスクールネットワークシス

テム構築・運用保守業務委託料として１億８，８５９万９千円を増額するも

のでございます。 

次に小学校費でございますが、小学校管理運営費は校内ネットワーク整備

に係る業務委託料及び端末購入費としまして、１１億２，６２４万８千円を

増額するものでございます。 

中学校費でございますが、中学校管理運営費は校内ネットワーク整備に係

る業務委託料及び端末購入費として、５億１５８万７千円を増額するもので

ございます。 

続きまして、１３ページをお願いいします。 

債務負担行為の追加でございますが、ＧＩＧＡスクールネットワークシス

テム構築・運用保守業務につきまして、期間を令和２年度から令和７年度ま

でとし、限度額を８億５，８０５万５千円として計上するものでございます。 

以上が教育に関する事務に係る令和２年度補正予算案の説明でございま

す。 

概要のみの説明ではございますが、原案どおり、御承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４７号「令和２年５月吹田市議会提案の令和２年

度補正予算案について」を承認します。 

それでは、これをもちまして本日の議事日程を終了いたしましたので、５

月定例教育委員会会議を閉会いたします。    

  

       閉 会 午前１１時５４分 


